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住
　
民
　
訴
　
訟

の
　
諸
　
間
　
題

ー
手
続
規
定
を
中
心

と
し
て

金

子

芳

雄

一二三

序
ー
法
令
の
変
遷
・
判
例
概
要
・
住
民
訴
訟
の
実
体
的
類
型

裁
判
手
続
　
－
監
査
請
求
前
置
・
原
告
・
被
告
・
参
加
人

結
　
び一

　
昭
和
二
二
年
に
制
定
さ
れ
た
地
方
自
治
法
は
、
翌
二
三
年
の
同
法
改
正
（
法
一
七
九
号
）
の
さ
い
、
い
わ
ゆ
る
納
税
者
訴
訟
と
よ
ば
れ
る
、
法

第
二
四
三
条
の
二
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
条
項
は
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
な
い
し
職
員
の
、
財
務
会
計
上
の
違
法
行
為
に
よ
り
、
地
方
公
共
団

体
の
蒙
る
損
害
を
防
止
あ
る
い
は
補
填
す
る
た
め
住
民
が
提
起
す
る
訴
訟
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
原
告
と
な
る
住
民
は
、
自
己

の
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
民
衆
訴
訟
の
典
型
的
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。

　
な
お
、
民
衆
訴
訟
は
極
め
て
特
殊
な
訴
訟
で
あ
つ
て
、
法
律
が
個
別
具
体
的
に
こ
れ
を
み
と
め
た
と
き
に
の
み
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
し
た
が
つ

　
　
　
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
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住
民
訴
訟
の
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
二
四
）

て
運
用
さ
れ
る
。
法
第
二
四
三
条
の
二
に
ょ
る
と
、
第
一
項
に
、
ま
ず
、
監
査
委
員
の
監
査
請
求
の
た
め
の
規
定
が
置
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
通

地
方
公
共
団
体
の
、
長
、
出
納
長
・
収
入
役
、
そ
の
他
の
職
員
が
、
違
法
・
不
当
に
公
金
の
支
出
・
浪
費
や
財
産
の
処
分
を
な
し
た
り
、
特
定
目

的
の
た
め
準
備
し
た
公
金
の
目
的
外
の
支
出
を
な
し
た
り
、
違
法
な
債
務
そ
の
他
の
義
務
負
担
、
違
法
な
財
産
・
営
造
物
の
使
用
、
違
法
若
し
く

は
権
限
を
超
え
る
契
約
の
締
結
若
し
く
は
履
行
、
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
監
査
委
員
に
対
し
て
監
査
を
お
こ
な
い
、
当
該
行
為
の
制
限
又
は
禁

止
に
関
す
る
措
置
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
同
条
第
四
項
に
ょ
り
、
監
査
委
員
や
知
事
・
市
町
村
長
の
措
置
に
不
服
が
あ
つ
た
り
、
こ
れ
ら
の
者
が
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
、
請

求
人
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
職
員
の
違
法
又
は
権
限
を
超
え
る
行
為
の
制
限
．
禁
止
、
取
消
．
無

効
お
よ
び
こ
れ
に
と
も
な
う
当
該
地
方
公
共
団
体
の
損
害
補
填
に
関
す
る
裁
判
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
右
に
も
と
づ
き
、
最
高
裁
判
所
規
則
と
し
て
「
地
方
自
治
法
第
二
四
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
関
す
る
規
則
一
が
定

め
ら
れ
た
。
こ
の
規
則
の
内
容
は
、
本
条
の
訴
え
は
請
求
人
の
住
所
地
の
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
専
属
す
る
こ
と
と
、
本
条
の
請
求
は
地
方
自
治

法
お
よ
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
ほ
か
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
の
定
め
に
よ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
訴
え
の
対
象
は
、
前
置
さ
れ
た
監
査
請
求
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
法
の
制
限
列
挙
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
。
効
果
は
、

公
法
上
、
私
法
上
の
両
面
に
わ
た
る
。
そ
し
て
、
手
続
は
、
地
方
自
治
法
・
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
・
最
高
裁
判
所
規
則
に
よ
る
。

　
な
お
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
訴
訟
形
式
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
多
く
の
州
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
納
税
者
訴
訟
（
｛
貰
冨
罵
筑

の
巳
一
）
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
制
は
、
従
来
の
わ
が
国
に
は
な
く
、
し
か
も
十
分
な
検
討
、
用
意
を
へ
ず
に

わ
が
法
制
へ
持
込
ま
れ
た
感
が
強
い
。
そ
の
上
、
右
の
よ
う
な
簡
単
な
条
項
に
よ
つ
て
こ
れ
を
運
用
し
ょ
う
と
し
た
た
め
、
そ
の
実
用
化
に
は
甚

だ
多
く
の
難
点
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
昭
和
三
八
年
の
地
方
財
務
会
計
制
度
の
改
革
を
内
容
と
す
る
地
方
自
治
法
の
大
改
正
（
昭
三
八

法
九
九
）
の
さ
い
、
右
の
条
項
も
改
正
さ
れ
、
法
第
二
四
二
条
に
住
民
監
査
請
求
を
、
そ
し
て
、
訴
訟
は
従
来
の
通
称
納
税
者
訴
訟
を
住
民
訴
訟



と
改
め
、
法
第
二
四
二
条
の
二
に
別
個
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
内
容
も
従
来
よ
り
詳
し
い
も
の
と
な
つ
た
。
こ
れ
が
現
行
規
定
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
昭
和
二
三
年
の
旧
規
定
の
時
代
よ
り
昭
和
五
〇
年
五
月
ま
で
に
、
最
高
裁
判
所
民
事
裁
判
例
集
、
行
政
事
件
裁
判
例
集
そ
の
他
の
刊

行
物
に
掲
載
さ
れ
た
住
民
訴
訟
の
裁
判
例
は
一
一
〇
を
若
干
こ
え
る
数
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
外
に
刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
な
い
例
も
あ
ろ
う

た
め
正
確
で
な
い
が
、
大
体
の
傾
向
と
し
て
、
二
〇
年
代
六
件
、
三
〇
年
代
四
二
件
、
四
〇
年
代
五
九
件
と
、
報
告
数
は
年
と
共
に
増
加
の
傾
向

　
　
　
　
　
（
1
）

を
と
つ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
こ
の
特
殊
な
訴
訟
形
式
に
次
第
に
な
れ
て
き
た
こ
と
、
住
民
の
自
治
意
識
・
権
利
意
識
の
向
上
な
ど
が
そ
の
原

因
と
い
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
行
政
事
件
裁
判
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
裁
判
例
で
み
る
か
ぎ
り
、
昭
和
四
〇
年
よ
り
五
〇
年
三
月
の
間
、
原
告
が
目
的
を
達
し
た
と
思
わ

れ
る
例
二
に
対
し
て
、
却
下
・
棄
却
の
例
五
の
割
合
で
あ
る
。
一
方
、
行
政
事
件
全
体
に
お
け
る
第
一
審
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
件
数
中
、
原
告

の
勝
訴
率
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
で
あ
る
の
が
通
常
の
年
の
例
で
あ
る
。
従
つ
て
、
最
近
十
年
間
の
例
で
み
る
か
ぎ
り
、
住
民
訴
訟
の
勝
訴
率
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

平
均
的
な
数
字
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
住
民
訴
訟
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
五
条
の
民
衆
訴
訟
に
該
当
す
る
。
こ
の
た
め
、
同
法
第
四
二
条
に
い
う
、
「
法
律
に
定
め
る
場

合
に
お
い
て
、
法
律
に
定
め
る
者
に
限
り
」
、
か
か
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
、
住
民
訴
訟
の
対
象
は
、
法
第
二
四
二

条
お
よ
び
第
二
四
二
条
の
二
に
規
定
さ
れ
る
場
合
に
か
ぎ
つ
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
の
べ
る
と
、
訴
訟
の
対
象
は
、
普
通
地
方
公

共
団
体
の
長
、
委
員
会
、
委
負
お
よ
び
職
員
が
、
公
金
の
支
出
、
財
産
の
取
得
・
管
理
・
処
分
、
契
約
の
締
結
・
履
行
、
債
務
そ
の
他
の
義
務
負

担
、
を
違
法
に
な
し
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
公
金
の
賦
課
・
徴
収
、
財
産
の
管
理
、
を
違
法
に
怠
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
対
象
に
関
し
、
現
在
ま
で
に
報
告
さ
れ
た
裁
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
問
題
点
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
類
型
に
わ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
　
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
二
五
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住
民
訴
訟
の
諸
問
題

二
六

（
二
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
一
　
公
金
の
支
出
自
体
が
法
令
に
違
反
す
る
場
合
。
　
　
具
体
的
に
は
、
地
方
議
会
の
議
員
に
記
念
品
を
支
給
す
る
ご
と
き
場
合
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
は
結
局
記
念
品
と
社
会
通
念
上
み
と
め
ら
れ
る
か
、
法
第
二
〇
三
条
以
下
の
規
定
に
違
反
す
る
給
与
・
退
職
金
等
に
該
当
す
る
か
の

問
題
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
裁
判
例
は
非
常
に
多
い
が
、
法
律
論
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
難
問
で
は
な
く
、
長
の
損
害
賠
償
の
支

払
い
に
よ
り
解
決
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
二
　
普
通
地
万
公
共
団
体
の
土
地
購
入
を
め
ぐ
り
、
購
入
土
地
自
体
、
あ
る
い
は
購
入
代
金
の
価
格
を
争
う
例
。
　
　
す
な
わ
ち
、
契
約
の
締

結
・
履
行
を
違
法
と
し
、
あ
る
い
は
代
金
支
払
い
を
違
法
な
公
金
の
支
出
と
す
る
例
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
争
い
の
前
提
と
し
て
、
例
え
ば

特
定
の
場
所
に
学
校
を
建
設
す
る
こ
と
に
反
対
の
た
め
、
あ
る
い
は
契
約
の
相
手
方
（
売
主
）
に
特
別
の
利
益
な
い
し
便
宜
を
は
か
る
た
め
か
か

る
行
為
を
お
こ
な
つ
て
い
る
と
の
疑
い
を
以
て
、
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
類
型
の
う
ち
に
は
、
政
争
の
解

決
を
、
住
民
訴
訟
に
委
ね
て
い
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

　
三
　
公
金
の
支
出
の
前
提
と
な
っ
た
行
為
か
違
法
、
し
た
が
つ
て
当
該
公
金
の
支
出
も
違
法
と
い
う
論
法
を
用
い
、
住
民
訴
訟
に
よ
り
前
提
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
無
効
取
消
等
を
求
め
る
例
．
　
　
た
だ
し
、
現
行
制
度
は
、
財
務
会
計
上
の
非
違
是
正
の
た
め
に
の
み
住
民
訴
訟
を
認
め
、
非
財
務
事
項
に
は

お
よ
ば
な
い
と
し
、
こ
の
よ
う
な
請
求
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
四
　
最
近
の
例
と
し
、
公
害
訴
訟
を
住
民
訴
訟
形
式
で
お
こ
な
う
例
。
　
　
換
言
す
れ
ば
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
、
河
川
な
ど
の
管

理
す
な
わ
ち
公
物
・
営
造
物
の
管
理
を
怠
る
こ
と
が
、
法
に
い
う
財
産
の
管
理
を
違
法
に
怠
つ
た
と
し
て
争
う
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
ま
で

に
あ
ら
わ
れ
た
例
は
、
法
に
い
う
財
産
と
は
何
か
が
争
点
の
中
心
と
な
り
、
怠
つ
て
い
る
か
否
か
を
論
ず
る
前
に
問
題
の
解
決
を
み
て
い
る
。

　
（
1
）
　
続
行
政
事
件
訴
訟
十
年
史
に
よ
る
と
、
住
民
訴
訟
の
新
受
理
件
数
は
、
昭
和
二
二
年
よ
り
三
二
年
ま
で
が
七
三
件
（
同
期
間
に
お
け
る
地
方
自
治
関
係
の
総
受
理
件
数
六
八
九

　
　
件
）
、
同
三
三
年
よ
り
四
二
年
ま
で
が
一
八
五
件
（
同
期
間
に
お
け
る
地
方
自
治
関
係
の
総
受
理
件
数
四
一
六
件
）
で
あ
り
、
著
し
い
増
加
が
目
に
つ
く
。
ま
た
、
同
三
三
年
以
降



　
に
か
ぎ
つ
て
み
る
と
、
地
方
自
治
関
係
で
、
第
一
位
住
民
訴
訟
（
一
八
五
件
）
、
第
二
位
直
接
請
求
関
係
（
六
一
件
）
と
な
つ
て
い
る
（
同
書
八
頁
）
。

（
2
）
　
勝
訴
率
の
統
計
は
、
前
掲
続
十
年
史
附
録
一
二
四
頁
以
下
、
法
曹
時
報
二
四
巻
二
号
三
六
六
頁
、
同
二
七
巻
九
号
一
七
四
七
頁
に
よ
る
。

　
　
な
お
、
き
わ
め
て
大
雑
把
な
目
安
と
し
て
、
通
常
年
に
お
い
て
は
、
新
受
事
件
の
う
ち
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
が
判
決
を
う
け
（
し
た
が
つ
て
取
下
げ
、
和
解
等
が
約
六
〇
パ
ー

　
セ
ン
ト
）
、
そ
の
う
ち
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
が
認
容
（
一
部
認
容
）
判
決
を
う
け
て
い
る
と
い
い
う
る
。

（
3
）
　
広
島
地
裁
昭
四
二
・
四
・
二
五
判
決
（
行
集
一
八
・
四
・
六
〇
一
）
、
津
地
裁
昭
四
五
・
二
・
二
六
判
決
（
行
集
二
一
・
二
・
三
七
九
）
等
、
そ
の
例
は
多
い
。

（
4
）
　
金
沢
地
裁
昭
三
二
・
四
・
二
六
判
決
（
行
集
八
・
四
・
七
二
三
）
、
新
潟
地
裁
昭
三
九
・
五
・
二
二
判
決
（
行
集
一
五
・
五
・
八
〇
三
）
等
。

（
5
）
　
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
昭
三
〇
・
一
一
・
七
判
決
（
行
集
六
・
一
一
・
二
五
〇
七
）
、
札
幌
高
裁
函
館
支
部
昭
四
〇
・
一
一
・
二
五
判
決
（
行
集
一
六
・
一
一
・
一
八
四
〇
）

　
等
。

（
6
）
　
静
岡
地
裁
昭
四
九
・
五
・
三
〇
判
決
（
行
集
二
五
・
五
・
四
七
〇
）
、
東
京
地
裁
昭
五
〇
・
三
・
一
七
判
決
（
行
集
二
六
・
三
・
三
二
八
）
等
。

二

　
住
民
訴
訟
の
裁
判
手
続
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
四
二
条
の
二
第
二
項
が
出
訴
期
間
、
同
第
五
項
が
裁
判
管
轄
等
を
定
め
、
さ
ら
に
、
同
第
六
項

に
よ
り
行
政
事
件
訴
訟
法
第
四
三
条
の
適
用
を
み
と
め
る
。
し
た
が
つ
て
、
住
民
訴
訟
も
、
そ
の
請
求
の
形
態
に
よ
つ
て
、
行
政
事
件
訴
訟
中

の
、
取
消
訴
訟
・
無
効
等
確
認
訴
訟
・
当
事
者
訴
訟
の
諸
規
定
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
、
住
民
訴
訟
中
の
裁
判
手
続
に
お
け
る
問
題
点
を
、
裁
判
例
を
中
心
と
し
な
が
ら

順
次
検
討
し
て
い
く
（
主
と
し
て
実
体
的
部
分
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
の
べ
る
）
。

　
e
　
監
査
請
求
前
置

　
ま
ず
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
法
第
二
四
二
条
の
監
査
請
求
を
へ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
監
査
請
求
前
置
は
、
行
政
事

件
訴
訟
法
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
審
査
請
求
前
置
と
同
様
な
も
の
で
あ
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、
右
の
監
査
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
、
審
査

請
求
前
置
の
さ
い
の
請
求
却
下
と
同
様
に
、
住
民
訴
訟
を
提
起
で
き
な
く
な
る
の
か
と
い
う
点
に
、
両
者
の
比
較
検
討
の
意
義
が
あ
る
。

　
　
　
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
二
七
）
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さ
て
、
行
政
不
服
審
査
法
に
お
け
る
審
査
請
求
と
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
て
い
る
住
民
監
査
請
求
と
は
、
そ
の
本
質
に
差
異
の
あ
る
こ
と
、
極
め

て
当
然
で
あ
る
。
前
者
は
、
抗
告
訴
訟
に
つ
な
が
り
、
後
者
は
、
民
衆
訴
訟
た
る
住
民
訴
訟
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
つ
て
、
請
求
人
が
と
も
に
行

政
機
関
等
の
行
為
を
不
服
と
し
て
も
、
当
該
行
為
に
よ
り
請
求
人
の
権
利
利
益
が
違
法
・
不
当
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
両
者
の
差
異
が
あ

る
。　

し
か
し
、
審
査
請
求
と
住
民
監
査
請
求
と
が
本
質
的
に
異
る
か
ら
と
い
つ
て
、
審
査
請
求
前
置
と
住
民
監
査
請
求
前
置
と
が
異
る
と
断
言
で
き

な
い
。
実
は
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
そ
の
よ
つ
て
た
つ
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
請
求
前
置
は
、
抗
告
訴
訟
の
前
に
審
果
請
求
を
へ
る
必
要
性

と
、
住
民
訴
訟
の
前
に
監
査
請
求
を
へ
る
必
要
性
に
ち
が
い
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
審
査
な
ら
び
に
監
査
を
お
こ
な
い
う
る
範
囲
・
程
度
な
ど
に

差
異
が
あ
る
か
等
を
比
較
し
、
両
請
求
に
差
異
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
審
査
請
求
前
置
も
監
査
請
求
前
置
も
、
と
も
に
対
象
と
な
る
行
為
が
行
政
権
に
属
す
る
事
柄
で
あ
り
、
ま
ず
行
政
権
の
内
部
に
お
い
て

行
政
的
措
置
に
よ
り
解
決
を
は
か
る
べ
き
特
別
の
理
由
の
あ
る
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
ら
を
前
置
せ
ず
に
訴
え
を
提
起
す
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
訴
え
は
、
両
者
と
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
却
下
さ
れ
る
。
ま
た
、
審
査
講
求
期
間
、
監
査
請
求
期
間
（
法
第
二
四
二
条
第
二
項
）
等
の
経

過
に
よ
り
各
請
求
を
却
下
さ
れ
た
場
合
、
訴
え
を
提
起
し
て
も
、
訴
え
却
下
の
訴
訟
判
決
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
、
両
者
こ
と
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
請
求
が
違
法
に
却
下
さ
れ
た
場
合
、
審
査
請
求
前
置
の
場
合
は
違
法
な
裁
決
と
し
て
、
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
し
う
る
の
に
対
し
、

監
査
請
求
の
場
合
は
、
（
却
下
）
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
で
き
な
い
。
か
か
る
場
合
、
法
第
二
四
二
条
第
四
項
の
監
査
・
勧
告
が
お
こ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

わ
れ
な
か
つ
た
場
合
と
し
て
出
訴
が
み
と
め
ら
れ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
し
、
裁
判
例
に
も
同
様
な
見
解
を
と
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
福
井

地
裁
昭
和
四
二
・
三
・
一
〇
判
決
（
行
集
一
八
・
三
・
二
一
四
）
は
、
住
民
監
査
請
求
に
あ
た
り
、
必
要
書
面
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
つ

て
直
ち
に
却
下
す
る
の
は
法
の
趣
旨
か
ら
い
つ
て
適
法
で
な
く
、
か
か
る
場
合
は
、
法
第
二
四
二
条
第
四
項
の
期
間
に
監
査
ま
た
は
勧
告
の
行
わ

れ
な
い
場
合
と
し
て
、
住
民
訴
訟
を
提
起
し
う
る
と
い
つ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
違
法
な
却
下
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
裁
判
所
に
住
民
訴
訟
を
提



起
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

な
い
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
却
下
の
裁
決
を
違
法
と
し
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
提
起
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
強
い
理
由
も

　
⇔
　
原
告

　
民
衆
訴
訟
は
、
自
己
の
法
律
上
の
利
益
に
か
か
わ
ら
な
い
資
格
で
訴
え
の
提
起
さ
れ
る
訴
訟
で
あ
る
。
一
方
、
民
衆
訴
訟
の
ご
と
き
例
外
的
訴

訟
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
相
応
の
特
別
の
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
個
別
具
体
的
な
民
衆
訴
訟
の
存
在
目
的
に
合
致
し
た
者

に
原
告
適
悟
か
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
現
行
住
民
訴
訟
の
原
型
と
も
い
う
べ
ぎ
納
税
者
訴
訟
に
お
い
て
は
、
そ
の
根
底
に
、
地

方
公
共
団
体
の
職
員
の
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
の
運
営
は
納
税
者
の
税
負
担
の
増
加
を
ま
ね
く
か
ら
、
納
税
老
は
こ
の
よ
う
な
行
為
を
裁
判
で

争
う
利
益
が
あ
る
と
の
考
え
方
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
か
ぎ
り
、
原
告
は
納
税
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
素
朴
で
あ
り
、
か
つ
、
多
分
に
擬
制
的
要
素
を
も
つ
。
む
し
ろ
、
現
在
に
お
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
内

に
お
け
る
違
揖
な
財
務
会
計
上
の
行
為
は
、
是
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
と
し
、
第
一
次
的
に
は
同
団
体
内
の
機
関
に
よ
つ
て
是
正
せ

ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
地
方
議
会
が
明
示
的
あ
る
い
は
黙
示
的
に
承
認
し
た
事
項
を
長
が
執
行
す
る
場
合
、
監
査
委
員
以
外
に
長

の
行
為
を
是
止
す
る
機
関
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
地
方
公
共
団
体
内
に
適
当
な
機
関
が
な
い
と
な
る
と
、
自
治
大
臣
そ
の
他
政
府
機
関
に
こ

れ
を
も
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
は
、
財
務
会
計
上
の
違
法
を
是
正
で
き
て
も
、
財
務
会
計
上
の
監
査
権
行
使
を
と
お
し
て

地
方
自
治
の
干
渉
介
入
の
お
そ
れ
も
生
じ
て
く
る
。
他
万
、
国
会
で
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
国
会
で
、

あ
る
い
は
議
院
の
国
政
調
査
権
の
対
象
と
し
て
こ
れ
ら
を
と
り
あ
げ
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
財
務
会
計
上
の
一
切
の
間
題
を

国
会
な
い
し
各
院
で
処
理
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
つ
ぎ
に
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
財
務
会
計
上
の
問
題
を
法
律
問
題
と
し
て
処
理
す
る
か
ぎ

り
、
裁
判
の
対
象
と
な
り
う
る
。
た
だ
、
通
常
の
訴
訟
の
ご
と
く
、
具
体
的
な
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
原
告
を
法
律
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問
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（
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〇
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に
よ
り
創
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
原
告
の
定
め
方
も
広
き
に
過
ぎ
る
と
、
本
来
の
目
的
と
は
全
く
異
つ
た
目
的
に
濫
用
さ
れ
る
お

そ
れ
も
あ
る
。
ま
た
、
狭
き
に
す
ぎ
る
と
、
訴
訟
の
可
能
性
が
限
定
さ
れ
、
本
来
の
目
的
を
達
成
し
が
た
く
な
る
。

　
そ
こ
で
、
財
務
会
計
の
違
法
是
正
は
、
民
衆
訴
訟
方
式
の
採
用
が
適
当
と
し
て
も
、
原
告
は
ど
の
範
囲
で
こ
れ
を
み
と
め
る
か
と
い
う
問
題
が

お
こ
る
。
例
え
ば
、
財
務
会
計
上
の
違
法
を
是
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
者
の
税
負
担
の
増
加
を
防
止
す
る
こ
と
が
こ
の
訴
訟
の
目
的
で
あ
れ

ば
、
原
告
は
当
該
地
方
公
共
団
体
に
地
方
税
を
納
付
す
る
者
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
客
観
的
に
違
法
が
存
す
る
か
ら
こ
れ
を
是
正
す
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
原
告
は
、
あ
え
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
納
税
者
や
住
民
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
誰
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
訴
訟
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
産
上
の
損
害
を
さ
け
る
た
め
と
な
る
と
、
当
該
団
体
を
構
成
す
る
者
と
な
り
、
し
た
が
つ
て
住
民

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
直
接
請
求
の
場
合
は
選
挙
権
を
ゆ
う
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
住
民
の
す
べ
て
が
直
接
請
求

を
な
し
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
技
術
的
必
要
か
ら
選
挙
権
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
か
か
る
技
術
的
必

要
の
な
い
住
民
訴
訟
で
は
、
選
挙
権
に
よ
る
限
定
は
必
要
で
な
く
、
広
く
住
民
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
行
法
上
は
監
査
請
求
前
置

を
と
る
技
術
的
必
要
か
ら
、
原
告
は
、
右
の
監
査
請
求
を
お
こ
な
つ
た
住
民
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
住
民
は
参
加
人
と
な
り
う
る
に
と
ど
ま

（
2
）

る
。
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な
お
、
原
告
は
住
民
と
い
う
資
格
で
訴
訟
を
お
こ
な
う
か
ら
、
一
身
専
属
的
で
あ
り
、
原
告
が
死
亡
す
れ
ば
訴
訟
は
終
了
す
る
。

　
ま
た
、
当
事
者
適
格
た
る
住
民
の
資
格
は
訴
訟
係
属
中
存
続
す
る
必
要
が
あ
り
、
訴
訟
中
こ
れ
を
喪
失
す
る
と
、
そ
の
訴
え
は
当
事
者
適
格
を

　
　
　
　
　
　
（
4
）

失
い
不
適
法
と
な
る
。

　
な
お
、
住
民
が
こ
の
訴
訟
に
お
け
る
要
件
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
然
人
た
る
と
法
人
た
る
と
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
法
人
は
、
自
己
の
直
接

の
利
害
に
関
係
な
い
事
項
に
つ
い
て
訴
訟
を
提
起
す
る
の
は
、
そ
の
権
利
能
力
の
範
囲
を
こ
え
る
か
ら
、
一
般
的
に
み
る
と
法
人
は
原
告
た
り
え

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。



　
㊧
　
被
告

　
被
告
は
誰
か
と
い
う
こ
と
は
、
旧
規
定
の
下
で
非
常
に
多
く
の
問
題
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
現
行
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
を
で
き
る
だ
け
解

決
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
が
、
旧
規
定
の
時
代
か
ら
現
行
規
定
へ
う
け
つ
が
れ
た
疑
間
も
あ
る
。

　
旧
規
定
は
、
監
査
請
求
に
た
い
す
る
監
査
委
員
、
長
の
措
置
に
不
服
の
あ
る
と
き
、
「
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
職
員
の
違
法
又
は
権
限
を
超
え

る
当
該
行
為
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
又
は
取
消
若
し
く
は
無
効
若
し
く
は
こ
れ
に
伴
う
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
損
害
の
補
て
ん
に
関
す
る
裁

判
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
（
旧
第
二
四
三
条
の
二
第
四
項
）
と
の
み
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
判
例
の
見

解
は
、
「
地
方
自
治
法
第
二
四
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
く
普
通
地
方
公
共
団
体
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

そ
の
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
職
員
個
人
を
被
告
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
多
く
の
見
解
が

示
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
静
岡
地
裁
昭
三
〇
・
五
・
＝
二
判
決
（
行
集
六
・
五
・
コ
西
三
）
は
「
…
…
通
常
の
民
事
訴
訟
と
は
そ
の
類
を
異
に
し
、

弾
劾
的
民
衆
争
訟
の
性
格
を
帯
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
右
の
訴
に
よ
つ
て
当
該
長
又
は
職
員
の
非
違
を
指
摘
し
、
そ
の
行
為
を
是
正
す
る
こ
と

に
重
点
を
お
く
場
合
に
は
当
該
長
又
は
職
員
を
被
告
と
す
る
の
を
相
当
と
す
べ
く
、
又
当
該
公
共
団
体
の
損
害
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
に
主
眼
を

お
く
場
合
に
は
、
長
又
は
職
員
の
な
し
た
違
法
行
為
の
効
果
の
帰
属
主
体
で
あ
る
当
該
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
の
を
妥
当
と
す
べ
く
、
更
に
場

合
に
よ
り
当
該
長
又
は
職
員
及
び
当
該
公
共
団
体
を
共
同
被
告
と
し
、
或
は
訴
訟
の
目
的
に
直
接
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
を
も
被
告
に
加
え

る
こ
と
を
適
当
と
す
べ
き
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
結
局
訴
の
具
体
的
態
様
に
よ
り
被
告
た
り
得
る
者
を
合
理
的
に
考
え
る
べ
き
」
で
あ
る
と
い
う
。

し
た
か
つ
て
、
訴
訟
の
態
様
に
よ
つ
て
は
、
関
係
者
全
員
が
被
告
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
旧
規
定
は
き
わ
め
て
簡
略
化
さ
れ
た
表
現
を
と
つ
た
た
め
、
被
告
を
誰
に
す
れ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
疑
問
が
お
こ
つ

た
。
こ
の
た
め
、
現
行
規
定
は
、
住
民
訴
訟
に
よ
り
み
と
め
ら
れ
る
各
請
求
の
内
容
を
具
体
化
す
る
と
と
も
に
、
被
告
を
も
そ
れ
に
よ
り
明
ら
か
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に
し
よ
う
と
し
た
。
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第
一
号
の
差
止
請
求
。
当
該
行
為
の
主
体
た
る
執
行
機
関
ま
た
は
職
員
が
被
告
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
特
別
区
の
公
有
財
産
を
随
意
契
約
で
売

却
す
る
こ
と
を
争
つ
た
事
件
（
東
京
地
裁
昭
四
五
・
一
．
一
九
判
決
行
集
二
丁
一
・
一
）
に
お
い
て
、
東
京
都
中
野
区
長
を
被
告
と
し
、
「
被
告
は
別

紙
図
面
表
示
の
黄
線
で
囲
ま
れ
た
土
地
（
…
…
）
を
京
成
電
鉄
株
式
会
社
に
対
し
て
売
り
渡
し
て
は
な
ら
な
ど
と
の
判
決
を
求
め
る
ご
と
き
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
な
お
、
第
三
者
（
私
人
等
）
の
行
為
の
差
止
め
、
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
田
子
の
浦
ヘ
ド
ロ
公
害
事
件
（
静
岡
地
裁
昭
四
九
・
五
・

三
〇
判
決
行
集
二
五
・
五
・
四
七
〇
）
に
お
け
る
被
告
製
紙
会
社
に
た
い
す
る
「
…
…
を
含
む
汚
水
を
河
川
・
岳
南
排
水
路
を
経
由
し
て
田
子
の
浦
港

に
排
出
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
は
、
右
第
一
号
の
差
止
請
求
で
は
な
く
、
第
四
号
の
妨
害
排
除
の
請
求
で
あ
る
。

　
第
二
号
請
求
は
、
行
政
処
分
の
取
消
し
ま
た
は
無
効
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
抗
告
訴
訟
の
規
定
が
準
用
さ
れ
、
被
告
は
行
政
庁
と
な
る
。
た
と
え

ば
、
行
政
庁
た
る
広
島
市
長
を
被
告
と
し
、
「
…
…
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
と
し
て
…
…
に
な
し
た
…
…
行
政
処
分
を
取
消
せ
」
（
広
島
地

裁
昭
四
八
・
一
〇
・
二
五
判
決
行
集
二
四
・
一
〇
・
一
一
三
五
）
と
い
う
ご
と
き
で
あ
る
。

　
第
三
号
請
求
は
、
怠
る
事
実
に
か
か
る
執
行
機
関
ま
た
は
職
員
が
被
告
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
大
津
市
長
を
被
告
と
し
、
「
被
告
が
滋
賀
刑
務

所
に
対
す
る
水
道
料
金
の
六
割
減
額
分
に
つ
き
そ
の
徴
収
を
怠
つ
て
い
る
事
実
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
の
判
決
を
も
と
め
訴
え
を

提
起
す
る
ご
と
き
例
で
あ
る
（
大
津
地
裁
昭
四
四
・
四
・
九
判
決
行
集
二
〇
・
四
・
四
三
七
）
。

　
第
四
号
請
求
の
被
告
。
ま
ず
、
違
法
な
行
為
ま
た
は
怠
る
事
実
に
よ
り
公
共
団
体
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
職
員
が
、
個
人
の
資
格
で
被
告
と
な

る
。
し
た
が
つ
て
、
前
出
田
子
の
浦
ヘ
ド
冒
公
害
事
件
に
お
い
て
も
、
第
三
号
請
求
に
お
け
る
被
告
は
、
「
静
岡
県
知
事
一
と
か
、
「
静
岡
県
知
事

竹
山
祐
太
郎
【
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
が
、
第
四
号
請
求
に
お
け
る
被
告
は
、
静
岡
県
知
事
の
肩
書
を
は
ず
し
、
単
に
、
「
竹
山
祐
太
郎
」
と
呼
称

さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
違
法
な
行
為
ま
た
は
怠
る
事
実
に
関
す
る
法
律
関
係
不
存
在
確
認
の
請
求
、
損
害
賠
償
の
請
求
、
不
当
利
得
返
還
の
請
求
、
原
状
回



復
の
請
求
、
妨
害
排
除
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
行
為
・
怠
る
事
実
の
相
手
方
が
被
告
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
町
長
と
違
法
な
契
約
を
締
結
し
た
私

人
と
か
、
違
法
な
一
時
金
を
取
得
し
た
地
方
議
会
議
員
が
個
人
の
資
格
で
被
告
と
な
る
場
合
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
第
四
号
請
求
に
お
い
て
被
告
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
私
人
で
あ
る
。

　
さ
て
、
法
第
二
四
二
条
の
二
に
は
、
被
告
に
つ
い
て
の
明
示
規
定
が
な
い
。
し
か
し
、
同
条
第
一
項
各
号
に
し
め
さ
れ
た
文
言
、
す
な
わ
ち
、

第
一
、
第
三
号
の
「
当
該
執
行
機
関
又
は
職
員
に
対
す
る
…
…
の
請
求
」
に
お
け
る
「
対
す
る
」
は
、
相
手
と
す
る
と
か
、
被
告
と
す
る
と
理
解

す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
し
て
、
第
四
号
の
場
合
は
、
職
員
ま
た
は
行
為
の
相
手
方
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
行
規
定
に
お
け
る
被
告
は
、
通
常
の
場
合
、
執
行
機
関
、
職
員
、
行
政
庁
、
私
人
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
旧
規
定

と
現
行
新
規
定
の
取
扱
い
に
お
い
て
最
も
異
る
の
は
、
現
行
規
定
に
お
け
る
被
告
と
し
て
普
通
地
方
公
共
団
体
が
挙
げ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
と
え
ば
、
当
該
訴
訟
は
代
表
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
当
該
地
方
公
共
団
体
は
被
告
と
な
り
え
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
現
行
規
定
を
代
表
訴
訟
と

み
る
か
ぎ
り
、
旧
規
定
も
代
表
訴
訟
に
属
す
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
旧
規
定
に
お
け
る
判
例
の
傾
向
と
し
、
被
告
は
、
単
に
執

行
機
関
や
職
員
ぽ
か
り
で
な
く
、
請
求
の
内
容
な
い
し
目
的
に
よ
つ
て
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
も
被
告
と
な
る
と
い
う
の
は
、
代
表
訴
訟

の
性
質
を
忘
れ
た
初
歩
的
、
・
・
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
地
方
自
治
法
の
住
民
訴
訟
は
、
商
法
の
株
主
代
表
訴
訟
（
同
法

第
二
六
七
条
、
第
二
七
二
条
等
）
を
例
に
と
つ
て
説
明
す
る
と
理
解
し
や
す
い
と
し
て
も
、
こ
の
両
者
を
同
一
と
断
ず
る
た
め
に
は
、
な
お
若
干
の
説

明
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
現
行
規
定
で
普
通
地
方
公
共
団
体
が
被
告
と
な
り
が
た
い
の
は
、
代
表
訴
訟
の
ゆ
え
よ
り
、
法
で
み
と
め
た
請
求
の
形
態
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
第
一
号
の
差
止
め
請
求
は
、
当
該
行
為
を
お
こ
な
う
者
に
む
け
ら
れ
た
請
求
で
あ
つ
て
、
行
為
の
効
果
の
帰
属
主
体
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。

　
第
二
号
は
、
行
政
処
分
の
取
消
し
、
無
効
確
認
請
求
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
請
求
に
あ
つ
て
は
処
分
の
効
果
の
帰
属
主
体
が
本
来
被
告
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と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
普
通
地
方
公
共
団
体
が
、
被
告
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
行
政
事
件
訴
訟
に
お
け
る
通
常
の
抗
告
訴
訟

で
、
行
政
庁
が
被
告
と
な
る
と
同
様
の
理
由
で
行
政
庁
が
被
告
と
な
る
。

　
な
お
、
第
二
号
以
外
の
請
求
に
お
い
て
は
、
執
行
機
関
、
職
員
と
い
い
、
第
二
号
の
み
行
政
庁
と
い
う
用
語
で
説
明
す
る
。
若
干
、
用
語
の
統

一
を
か
く
感
か
あ
る
。
執
行
機
関
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
地
方
自
治
法
上
の
執
行
機
関
で
あ
り
、
同
法
第
一
三
八
条
の
四
第
一
項
に
よ
り
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
お
よ
び
法
律
で
定
め
る
委
員
会
・
委
員
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
機
関
や
権
限
の
委
任
を
う
け
た
機
関
が
行
政
処

分
を
お
こ
な
え
ば
、
こ
れ
ら
の
機
関
は
第
二
号
に
い
う
行
政
庁
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
第
二
号
の
請
求
に
お
け
る
被
告
は
、
行
政
庁
の
資
格
で

処
分
を
お
こ
な
つ
た
執
行
機
関
や
職
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ぎ
に
、
旧
規
定
と
異
り
現
行
規
定
で
普
通
地
方
公
共
団
体
が
被
告
と
な
り
が
た
い
他
の
原
因
は
、
取
消
し
、
無
効
確
認
を
行
政
処
分
に
か
ぎ

つ
て
み
と
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
旧
規
定
の
ご
と
く
、
契
約
等
の
私
法
上
の
行
為
に
お
け
る
取
消
し
、
無
効
確
認
の
請
求
を
み

と
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
法
上
の
契
約
等
の
場
合
、
法
が
取
消
し
、
無
効
確
認
の
請
求
を
み
と
め
な
い
か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団
体
は
も
ち
ろ

ん
、
執
行
機
関
や
職
員
さ
え
か
か
る
訴
訟
の
被
告
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
、
こ
れ
ら
契
約
等
の
法
律
関
係
自
体
を
争
う
必
要
の
あ
る
と
ぎ

は
、
契
約
の
相
手
万
を
被
告
と
し
て
、
法
律
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
外
の
場
合
は
、
法
律
関
係
を

そ
の
ま
ま
と
し
、
損
害
賠
償
等
の
回
復
訴
訟
と
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
四
号
の
請
求
は
、
法
文
の
「
普
通
地
方
公
共
団
体
に
代
位

し
て
行
う
…
…
請
求
」
で
あ
る
か
ら
、
文
理
上
よ
り
も
第
四
号
に
つ
き
普
通
地
方
公
共
団
体
が
被
告
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

　
第
三
号
の
請
求
は
、
怠
る
事
実
、
す
な
わ
ち
、
執
行
機
関
や
職
員
が
、
本
来
お
こ
な
う
べ
き
義
務
の
あ
る
行
為
を
全
部
ま
た
は
一
部
お
こ
な
わ

な
い
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
請
求
は
、
不
作
為
の
違
法
確
認
請
求
と
同
様
の
理
由
で
不
作
為
者
た
る
執
行
機
関
な
ら
び
に
職
員
が
被
告
と

な
る
。

　
最
後
に
、
第
四
号
の
代
位
請
求
に
お
け
る
被
告
は
、
私
人
な
い
し
私
人
の
立
場
の
職
員
で
あ
る
。
法
文
上
は
職
員
と
表
現
し
て
い
る
の
で
、
職



員
が
職
員
の
地
位
に
お
い
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
お
う
と
す
れ
ば
、
当
該
公
共
団
体
の
金
庫
よ
り
賠
償
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
全
く
無

意
味
と
な
る
。

　
要
す
る
に
、
旧
規
定
と
異
り
、
現
行
規
定
に
お
い
て
は
、
請
求
の
内
容
を
具
体
的
に
法
定
し
た
の
で
、
各
請
求
の
内
容
な
い
し
性
質
よ
り
被
告

が
具
体
化
で
き
る
。

　
四
参
加
人

　
住
民
訴
訟
の
訴
訟
参
加
に
か
ん
す
る
規
定
と
し
て
は
、
法
第
二
四
二
条
の
二
第
四
項
の
別
訴
の
禁
止
と
、
同
第
六
項
の
行
政
事
件
訴
訟
法
第
四

三
条
適
用
の
規
定
が
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
第
二
号
請
求
に
つ
い
て
は
、
抗
告
訴
訟
の
取
消
訴
訟
と
無
効
等
確
認
訴
訟
の
規
定
が
、
そ
の
他
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
訴

訟
の
規
定
が
、
若
干
の
例
外
を
除
い
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
規
定
を
検
討
す
る
と
、
法
第
四
三
条
に
よ
り
準
用
さ
れ

る
、
取
消
訴
訟
に
関
す
る
諸
規
定
、
法
第
三
八
条
、
第
四
一
条
に
よ
り
、
法
第
二
三
条
（
行
政
庁
の
訴
訟
参
加
）
の
規
定
は
、
住
民
訴
訟
の
各
号
の

請
求
に
準
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
法
第
二
二
条
（
第
三
者
の
訴
訟
参
加
）
は
、
第
二
号
請
求
た
る
行
政
処
分
の
取
消
し
、
無
効
確
認
請
求
に
つ
い

て
の
み
準
用
さ
れ
、
そ
の
他
の
請
求
に
同
条
の
準
用
を
認
め
た
規
定
は
と
く
に
存
在
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
一
方
、
現
行
規
定
の
下
に
お
い
て
、
訴
訟
参
加
に
関
連
し
た
判
決
例
で
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。

　
東
京
高
裁
昭
四
九
・
七
・
一
一
決
定
（
行
集
二
五
・
一
一
・
一
三
九
一
）
は
、
住
民
訴
訟
損
害
賠
償
請
求
（
第
四
号
請
求
）
の
控
訴
審
に
お
い
て
、

第
一
審
被
告
（
市
長
個
人
）
側
に
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
二
条
の
参
加
申
立
て
を
な
し
た
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
裁
判
所
は
、
「
行
訴
法

第
四
三
条
の
定
め
る
分
類
に
従
え
ば
、
同
条
に
よ
り
訴
訟
参
加
に
関
す
る
同
法
第
二
二
条
の
適
用
が
あ
る
も
の
は
地
方
自
治
法
第
二
四
二
条
の
二

第
一
項
二
号
の
…
…
の
請
求
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
請
求
を
内
容
と
す
る
訴
に
つ
い
て
は
そ
の
適
用
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か

　
　
　
住
民
訴
訟
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五
）
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三
六
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で
あ
る
。
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
本
件
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
の
適
用
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
右
の
第
二
号
請
求

以
外
で
も
、
「
民
事
訴
訟
法
の
参
加
に
関
す
る
規
定
の
要
件
に
適
合
す
る
か
ぎ
り
第
三
者
の
訴
訟
参
加
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
訴
は
住

民
が
、
自
己
の
法
律
上
の
利
益
に
か
二
わ
ら
な
い
住
民
た
る
資
格
に
お
い
て
提
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
示
の
よ
う
に
別
訴
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
み
て
も
、
当
該
訴
訟
の
当
事
者
（
原
告
）
と
な
つ
て
い
な
い
住
民
は
右
訴
の
原
告
適
格
（
監
査
請
求
・
出
訴
期
間
の
遵
守
等
）
を
有
す
る
か

否
か
に
よ
り
民
事
訴
訟
法
第
七
五
条
又
は
第
六
四
条
に
よ
り
原
告
側
に
参
加
す
る
こ
と
が
容
易
に
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
被
告
側
に
参
加
す
る
場
合
は
右
と
異
り
同
法
六
四
条
の
要
件
を
具
備
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
補
助
参
加
が
許
さ
れ
る
も
の
と
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
。

　
他
の
裁
判
例
は
、
第
一
号
請
求
の
違
法
行
為
差
止
請
求
控
訴
事
件
に
お
い
て
、
参
加
が
み
と
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
例
で
あ
る
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

わ
ち
、
東
京
高
裁
昭
四
六
・
五
・
三
一
中
間
判
決
（
行
集
二
二
・
五
・
八
○
八
）
は
い
う
。
「
住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
住
民

は
、
監
査
委
員
に
対
す
る
監
査
の
請
求
を
経
た
以
上
、
な
に
人
と
い
え
ど
も
、
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
の
訴
訟
の

目
的
に
つ
き
当
事
者
適
格
を
有
す
る
者
が
多
数
存
す
る
場
合
に
該
当
し
、
い
わ
ゆ
る
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
と
し
て
、
そ
の
判
決
は
、
現
に
訴
訟

を
追
行
し
て
い
る
当
事
者
の
ほ
か
、
第
三
者
た
る
す
べ
て
の
住
民
に
も
効
力
を
及
ぼ
し
、
従
つ
て
、
訴
訟
の
目
的
が
当
事
者
の
一
方
及
び
第
三
者

に
つ
き
合
一
に
の
み
確
定
す
べ
き
場
合
に
相
当
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
第
三
者
が
共
同
訴

訟
人
と
し
て
訴
訟
に
参
加
し
う
る
こ
と
は
、
民
訴
法
第
七
五
条
に
明
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
監
査
請
求
を
経
た
住
民
は
、

原
告
側
の
共
同
訴
訟
人
と
し
て
、
当
該
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
参
加
人
等
の
参
加

が
単
な
る
補
助
参
加
で
あ
る
か
、
い
わ
ゆ
る
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
と
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
間
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
本

件
の
参
加
を
、
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
と
解
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
は
、
原
則
と
し
て
、
訴
訟
の
第
三
者
が
、
そ

の
訴
訟
に
基
く
判
決
の
効
力
を
う
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
訴
訟
に
つ
き
法
律
上
当
事
者
適
格
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
共
同
訴
訟



人
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
認
め
る
」
と
い
う
、
民
事
訴
訟
法
上
の
通
説
的
見
解
を
の
べ
る
。
そ
し

て
、
住
民
訴
訟
の
．
こ
と
く
出
訴
期
間
の
定
め
あ
る
場
合
に
は
、
参
加
の
時
点
に
お
い
て
参
加
者
が
当
事
者
適
格
を
ゆ
う
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て

も
、
参
加
者
が
自
己
の
立
場
に
お
い
て
計
算
し
た
出
訴
期
問
内
に
、
訴
訟
参
加
を
し
た
と
ぎ
は
、
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
。

　
こ
の
判
決
に
お
い
て
も
、
第
一
号
請
求
に
つ
き
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
二
条
の
参
加
を
み
と
め
な
い
。
た
だ
、
そ
の
結
果
生
ず
る
不
都
合

を
、
民
事
訴
訟
の
学
説
、
判
例
に
ょ
つ
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
を
用
い
て
補
完
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

　
住
民
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
参
加
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
請
求
に
つ
い
て
の
み
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
二
条
の
第
三
者
の
訴
訟
参
加
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
第
二
号
請
求
を
除
き
、
右
の
第
二
二
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
文
理
上
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
右
の
第

二
二
条
は
、
い
わ
ゆ
る
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
に
類
す
る
性
格
を
も
つ
と
と
も
に
、
本
条
の
存
在
は
、
民
事
訴
訟
法
に
ょ
る
補
助
参
加
を
な
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
を
な
ん
ら
妨
げ
る
も
の
で
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
第
二
号
請
求
以
外
に
お
け
る
訴
訟
参
加
は
、
文
理
上
よ
り
す
れ
ば
、
民

事
訴
訟
上
の
補
助
参
加
に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
住
民
訴
訟
の
場
合
は
別
訴
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
せ
つ
か
く
監
査
請
求
を
へ
て

も
、
す
で
に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
当
該
住
民
は
自
ら
訴
訟
を
提
起
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
別
訴
の
禁
止
は
、
こ
れ
を
み
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
十
分
な
理
由
が
あ
る
。
か
り
に
、
多
く
の
住
民
が
、
同
一
内
容
の
住
民
訴
訟
を
独
立
し
て
提
起
し
た
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
こ
れ

を
受
理
し
、
審
理
・
判
決
す
る
に
あ
た
り
収
拾
の
つ
か
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
住
民
に
つ
い
て
、
別
訴
を
禁
止
し
、
民
事
訴

訟
法
上
の
補
助
参
加
の
み
み
と
め
る
こ
と
は
、
単
に
時
間
的
に
前
後
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
両
者
の
立
場
は
甚
だ
差
別
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
た
め
、
右
住
民
の
地
位
を
保
護
し
よ
う
と
し
、
条
文
の
文
理
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
・
第
三
号
請
求
に
つ
い
て
も
行
政
事
件
訴
訟
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑫
）

第
二
二
条
を
類
推
適
用
し
ょ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
内
容
を
も
つ
て
い
る
が
、
や
は
り
条
文
の
通
常

の
理
解
の
範
囲
を
こ
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
前
記
東
京
高
裁
の
見
解
が
穏
当
な
も
の
と
い
い
え
よ
う
。
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（
三
八
）

（
1
）
成
田
頼
明
・
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）
1
行
政
法
講
座
三
巻
ー
ニ
コ
頁
二
一
五
頁
、
大
和
勇
美
・
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
ー
実
務
民
事
訴
訟
講
座
九
巻
－
四
八

　
頁
。

（
2
）
　
優
静
夫
・
地
方
自
治
法
一
二
九
頁
。

（
3
）
　
青
森
地
裁
昭
四
五
・
二
・
二
五
判
決
・
判
例
時
報
五
九
二
号
五
八
頁
。

（
4
）
　
山
口
地
裁
昭
四
四
・
二
一
、
二
五
判
決
、
行
集
二
〇
・
一
二
。
一
七
六
二
。
な
お
、
住
民
以
外
の
者
が
こ
の
よ
う
な
訴
え
を
提
起
す
る
と
自
治
権
の
侵
害
に
な
る
か
ら
み
と
め

　
ら
れ
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
る
ー
大
和
・
前
掲
書
五
五
頁
。

（
5
）
　
大
和
・
前
掲
書
五
六
頁
お
よ
び
同
五
九
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
氏
の
見
解
。

（
6
）
福
岡
地
裁
昭
三
丁
三
・
一
四
判
決
・
行
集
七
・
三
・
六
五
六
、
東
京
地
裁
昭
三
二
・
七
・
九
（
中
問
）
判
決
・
行
集
八
・
七
二
三
二
一
、
松
山
地
裁
昭
三
五
・
一
一
・
一

　
〇
判
決
、
行
集
一
一
・
一
一
・
三
一
四
三
等
。

（
7
）
成
田
・
前
掲
書
二
二
四
頁
、
大
和
・
前
掲
書
五
六
頁
。

（
8
）
　
大
和
・
前
掲
書
五
六
頁
。

（
9
）
　
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
現
行
規
定
の
適
用
さ
れ
た
事
件
で
、
報
告
例
は
二
件
に
と
ど
ま
る
。

（
1
0
）
特
別
区
長
が
特
別
区
の
公
有
財
産
を
随
意
契
約
で
売
却
す
る
こ
と
に
つ
き
、
第
一
号
請
求
の
差
止
請
求
が
な
さ
れ
た
事
件
－
請
求
棄
却
1
（
前
出
三
二
頁
）
の
控
訴
審
に

　
お
い
て
、
第
一
審
原
告
た
る
控
訴
人
X
ら
を
補
助
す
る
た
め
Y
ら
が
右
訴
訟
に
参
加
し
た
。
と
こ
ろ
が
X
ら
か
控
訴
を
取
下
げ
た
の
で
、
こ
の
た
め
本
件
訴
訟
が
終
了
す
る
か
否
か

　
が
争
い
と
な
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
Y
ら
の
参
加
が
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
二
条
に
よ
る
も
の
か
、
民
事
訴
訟
法
第
六
四
条
に
よ
る
の
か
が
争
点
の
中
心
と
な
つ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
杉
本
良
吉
・
行
政
事
件
訴
訟
法
の
解
説
七
八
頁
。

（
⑫
）
　
大
和
・
前
掲
書
五
七
頁
。

三

　
住
民
訴
訟
で
は
、
こ
の
他
、
判
決
の
効
力
等
な
お
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
割
当
て
ら
れ
た
紙
面
の

関
係
も
あ
り
こ
こ
で
は
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
さ
て
、
住
民
訴
訟
は
民
衆
訴
訟
で
あ
る
。
民
衆
訴
訟
は
、
例
外
的
・
特
殊
的
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
要
件
そ
の
他
に
つ
き
限
定
さ
れ
る
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
よ
き
に
つ
け
、
あ
し
き
に
つ
け
本
来
の
目
的
と
異
つ
た
目
的
の
た
め
に
当
該
訴
訟
が
利
用
さ
れ
る
の
が
防
止
さ
れ
る
よ
う



に
、
法
条
を
構
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
本
来
の
目
的
を
は
な
れ
て
当
該
訴
訟
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
甚
だ
不
便
な

よ
う
に
法
条
が
構
成
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
個
別
具
体
的
な
民
衆
訴
訟
の
類
型
は
、
も
つ
と
積
極
的
に
み
と
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
原
告
の
範
囲
の
限

定
と
、
請
求
内
容
の
明
確
化
が
法
条
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
民
衆
訴
訟
を
み
と
め
て
も
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
民
衆
訴
訟
の
弊
害
を

相
当
程
度
防
止
し
う
る
も
の
と
お
も
う
。

　
ま
た
、
抗
告
訴
訟
に
お
け
る
訴
の
利
益
の
拡
張
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
こ
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
、
新
し
い
権
利
を
具
体
的
に
創

設
す
る
か
、
新
し
い
類
型
の
民
衆
訴
訟
を
創
設
す
る
か
、
方
法
は
い
く
つ
か
あ
ろ
う
。
た
だ
、
新
し
い
類
型
の
民
衆
訴
訟
を
考
え
る
と
き
、
わ
が

国
で
は
、
濫
訴
や
司
法
権
に
よ
る
行
政
権
の
侵
害
を
お
そ
れ
、
と
か
く
消
極
的
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
住
民
訴
訟
の
例
を
み
る
か
ぎ

り
、
濫
訴
と
か
、
司
法
権
が
行
政
権
を
不
当
に
侵
害
し
て
い
る
と
か
い
う
事
実
は
な
い
。
公
害
予
防
そ
の
他
に
お
い
て
、
要
件
規
定
が
適
切
で
あ

れ
ば
、
新
し
い
類
型
の
民
衆
訴
訟
を
創
設
す
る
こ
と
は
、
有
意
義
と
お
も
う
。

　
最
後
に
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
は
、
執
行
機
関
、
職
員
お
よ
び
行
為
の
相
手
方
（
通
常
の
場
合
私
人
）
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て

は
、
対
立
す
る
権
利
主
体
が
互
に
自
己
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
争
う
が
故
に
、
当
事
者
は
権
利
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
抗
告
訴
訟

は
、
互
に
自
己
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
争
う
の
で
な
く
、
行
政
庁
の
権
限
行
使
の
適
否
を
争
う
。
し
た
が
つ
て
、
被
告
は
、
当
該
行
為
の
適
否
を

争
う
た
め
適
当
な
者
で
あ
れ
ば
よ
く
、
あ
え
て
権
利
主
体
た
る
を
要
し
な
い
と
し
、
行
政
庁
が
被
告
の
地
位
に
つ
い
た
。

　
住
民
訴
訟
に
お
い
て
も
、
ほ
ぽ
同
様
の
考
え
方
が
妥
当
す
る
。
第
一
号
・
第
三
号
請
求
の
対
象
は
、
公
法
・
私
法
の
性
質
を
問
わ
ず
、
ま
た
、

事
実
行
為
で
あ
つ
七
も
差
支
え
な
い
。
問
題
は
当
該
行
為
が
違
法
で
あ
り
、
差
止
め
る
こ
と
が
適
当
か
否
か
、
怠
る
事
実
が
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か

を
争
う
に
、
適
当
な
者
で
あ
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
普
通
地
方
公
共
団
体
が
被
告
と
な
る
の
は
不
適
当
で
あ
り
、
こ

れ
ら
行
為
等
に
直
接
関
係
を
も
つ
執
行
機
関
・
職
員
が
適
当
で
あ
る
。
一
方
、
原
告
の
住
民
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
構
成
員
と
し
て
訴
え
を
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九
）
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提
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
団
体
を
代
表
し
て
、
あ
る
い
は
代
位
し
て
、
第
叫
・
第
二
・
第
三
号
の
各
請
求
を
お
こ
な
つ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
つ
て
第
一
・
第
二
・
第
三
号
請
求
で
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
被
告
と
な
り
え
な
い
の
は
、
請
求
の
性
質
に
も
と
づ
く
。
ま
た
、
執

行
機
関
・
職
員
は
こ
の
場
合
、
そ
の
職
に
あ
る
私
人
と
し
て
被
告
と
な
つ
て
い
る
わ
け
で
な
く
（
第
四
号
請
求
と
異
り
）
、
機
関
と
し
て
そ
の
地
位

に
っ
い
て
い
る
。
当
該
請
求
が
認
容
さ
れ
て
も
さ
れ
な
く
て
も
、
被
告
に
は
行
為
等
の
効
果
は
帰
属
し
な
い
機
関
で
あ
る
。
一
方
、
原
告
も
判
決

の
結
果
に
つ
い
て
、
権
利
義
務
を
取
得
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
自
己
の
利
益
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
団
体
の
構
成
員
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
住
民
訴
訟
中
、
少
な
く
と
も
、
第
一
号
な
い
し
第
三
号
の
請
求
は
、
機
関
訴
訟
と
し
て
の
性
格
を
兼
備
し
て

い
る
と
も
い
い
う
る
。


